
◎公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関す
る法律

（平成一四年六月一二日法律第六七号）　　

一、提案理由（平成一四年四月一九日・衆議院法務委員会）

○森山国務大臣　公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律

案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

　この法律案は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を締結するとと

もに、国連安保理決議第千三百七十三号を実施し、テロリズムに対する資金供与の防止

に関する国際的な要請にこたえるために所要の法整備を行おうとするものであります。

　この法律案の要点を申し上げます。

　第一は、公衆または国等を脅迫する目的をもって行われる殺人、凶器使用等による傷

害その他の一定の犯罪行為を公衆等脅迫目的の犯罪行為とし、そのために資金を提供ま

たは収集した者を十年以下の懲役または千万円以下の罰金に処する旨の処罰規定を新設

するものです。

　第二は、資金提供罪及び資金収集罪について、所要の国外犯処罰規定を設けるもので

す。

　そのほか、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を改正して、右資

金提供罪において提供された資金等を同法における犯罪収益とし、当該資金の没収等や

いわゆるマネーロンダリング行為の処罰を可能にするとともに、疑わしい取引の届け出

制度の範囲を拡充するなど所要の規定の整備を行うこととしております。

　以上が、この法律案の趣旨でございます。

　何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。

二、衆議院法務委員長報告（平成一四年四月二六日）

○園田博之君　ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結その他のテロリ

ズムに対する資金供与の防止のための措置の実施に関する国際的な要請にこたえるため、

公衆等脅迫目的の犯罪行為に対して資金を提供する行為等についての処罰規定等を整備

しようとするもので、その主な内容は、公衆または国等を脅迫する目的をもって行われ

る殺人その他の一定の犯罪行為を公衆等脅迫目的の犯罪行為と定義し、そのために資金

を提供または収集した者を十年以下の懲役または千万円以下の罰金に処するものとし、

これら資金提供の罪及び資金収集の罪につき国外犯を処罰するものとすることでありま

す。

　本案は、去る十一日本委員会に付託されたもので、十九日森山法務大臣から提案理由

の説明を聴取し、二十三日から質疑に入り、本日これを終局し、討論、採決を行った結

果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。



　なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月二六日）

　政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

　本法が、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の国際社会の要請を

受けての国内法整備として立法化されたものであるという趣旨を踏まえ、本法における

資金提供罪及び資金収集罪の構成要件の内容が不当に拡大され、捜査権の濫用につなが

るような事態が生じることのないよう、本法の趣旨及び内容について、関係機関に対す

る周知徹底に努めること。

三、参議院法務委員長報告（平成一四年六月五日）

○高野博師君　ただいま議題となりました公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提

供等の処罰に関する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報

告申し上げます。

　本法律案は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結その他のテ

ロリズムに対する資金供与の防止のための措置の実施に関する国際的な要請にこたえる

ため、公衆等脅迫目的の犯罪行為に対して資金を提供する行為等についての処罰規定、

これらの行為に係る国外犯の処罰規定その他所要の規定を整備しようとするものであり

ます。

　委員会におきましては、テロリズムの定義、資金提供罪、資金収集罪の構成要件の内

容、正当な募金活動への影響、組織的犯罪処罰法の改正内容等について質疑が行われま

したが、その詳細は会議録によって御承知願います。

　質疑を終局し、討論に入りましたところ、社会民主党・護憲連合の福島委員より本法

律案に反対の意見が述べられました。

　討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました、

　なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年六月四日）

　政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

　本法が、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の国際社会の要請を

受けての国内法整備として立法化されたものである趣旨にかんがみ、本法における資金

提供罪及び資金収集罪の構成要件の内容が条約の要請を逸脱して不当に拡大され、捜査

権の濫用が生じないよう留意するとともに、正当な募金活動等に萎縮的効果を及ぼすこ

とのないよう運用において慎重を期し、併せて本法の趣旨及び内容について広く国民に



対する広報を行うこと。

　右決議する。


